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※技術・貨物の内容・性能を法令（外国為替令別表

又は輸出貿易管理令別表第一、貨物等省令、解釈

通達。下記ＨＰ掲載の「貨物・技術のマトリクス

表」を参照）に照合した上で、それぞれの項につ

いて「該当する」「該当しない」のいずれかに○印

を付けてください。 

 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html 

※「該当する」に○印を付けた項については、貨物

等省令、解釈通達の関係箇所と技術・貨物の仕様

（性能）を比較し、該当すると判断した根拠を、

別紙「対比表」に明記してください。 

※「該当しない」に○印を付けた項でも、技術・貨

物の性質上その項に近いものである場合には、貨

物等省令、解釈通達の関係箇所と技術・貨物の仕

様（性能）を比較し、該当しないと判断した根拠

を、別紙「対比表」に明記してください。 
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技術／貨物の該非判定結果  □ 該当  □ 非該当 
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技術／貨物の該非判定結果  ■ 該当  □ 非該当 


